
 

2026年度 当社の輸送の安全に関する事項を 

会社名  三星運送株式会社   

○毎事業年度終了後１００日以内に公表する事項 

〈愛知県貨物自動車運送適正化事業実施機関〉 

下記のとおり公表します。 

１．輸送の安全に関する基本的な方針 

２．輸送の安全に関する目標及びその達成状況 
目標 

事故形態 抑止目標 

人身事故 0件 
100％削減 

(前年度比) 

物損事故    0件 
100％削減 

(前年度比) 

 

●輸送の安全に関する目標 

①人身事故 0件 

②物損事故 0件 

③労働災害 0件 

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則第２条の８ 国土交通省告示第１０９１号 

貨物自動車運送事業法第２４条の３による輸送の安全にかかる情報の公表 

前年度達成状況 

事故形態 抑止目標 結  果 評 価 

人身事故 0件以下 
100％削減 

(前年度比) 
   0件 

100％削減 

(前年度比) 

達 成 し た 

達成できず 

物損事故 0件以下 
100％削減 

(前年度比) 
   0件 

100％削減 

(前年度比) 

達 成 し た 

達成できず  

 
３．自動車事故報告規則に規定する事故に関する統計（前年度） 
前年度達成状況 

前年度の重大事故発生件数             0件 

事故の種類         

衝突の状態  

 

（2026年 4月 1日 ～ 2027年 3月 31日 ） 

我々は、物流を通じて社会の発展に貢献するため、 

安全と信用を第一とした組織運営を行う。 

 


